
【参考資料１】 家 計 基 準

家計基準の適格者とは： 家族の総所得金額が収入基準額以下である者をいいます。
ただし，免除枠に上限があるため，免除適格者が必ずしも免除になるとは限りません。

○ 総所得金額
総所得金額＝総収入金額（家族の収入合算）－必要経費（下記ア）－特別控除額（下記イ）

ア 給与所得の必要経費（給与には，年金及び扶助料等を含む。）

イ 特別控除額

中学校 小学校

国立学校在学者で前年度授業料免除を受けた場合の控除額は上表よりも小さくなります。

本人を対象とする控除 自宅通学 ２８万円 自宅外通学 ７２万円

母子・父子世帯 ４９万円（１８歳以上の兄弟（就学者を除く）がいる場合等は控除の対象としません。）

障害者のいる世帯 ８６万円（障害者１人につき）

長期療養費，単身赴任経費，災害費は，特別に支出していると大学が認定した金額

○ 収入基準額（授業料半額免除及び徴収猶予） （カッコ内は全額免除収入基準額）

８万円

学 部
別 科

大学院修士課程
専門職学位課程

自宅外通学

収入金額

控除額

１０４万円以下

収入金額と同額

１０４万円超～２００万円

収入金額×０．２＋８３万円

２００万円超～６５３万円

収入金額×０．３＋６２万円

６５３万円超

２５８万円

就学者控除（兄弟）

自宅通学

国公立大学

５９万円
１６万円

１０２万円

１０１万円

１４４万円

私立大学 国公立高専

３６万円

５５万円

私立専修

７２万円

１１２万円

本学では，広く経済

父母以外の者の所得者１人につき３８万円（その所得が３８万円未満の場合はその所得金額）
ただし，本人及び配偶者の所得については控除できない。

父母以外の者で収入を得
ている者のいる世帯

国公立高校

２８万円

４７万円

私立高校

４１万円

６０万円

大学院博士課程世 帯 数

○モデルケース ○計算方法の具体例（５人世帯）

ア．２人世帯（本人・母）で，母が会社員の場合，家計基準の適 本人・・・学部生，自宅外通学

格者となるのは母の給与収入が次の額以下の場合 父 ・・・自営業所得3,000千円，年金収入1,500千円

①578万円以下 ②641万円以下 母 ・・・自営業専従者給与収入960千円

③612万円以下 ④669万円以下 （金額は「収入」） 兄 ・・・会社員給与収入2,000千円

イ．４人世帯（本人・父・母・妹）で，父が会社員，母が無職，妹が 弟 ・・・公立高校生，自宅通学

公立高校生（自宅通学）の場合，家計基準の適格者となるの すべて千円単位で計算します。

は父の給与収入が次の額以下の場合 ア 総収入金額 3,000＋1,500＋960＋2,000＝7,460千円

①645万円以下 ②692万円以下 イ 給与所得の特別経費 △3,320千円

③678万円以下 ④722万円以下 （金額は「収入」） 父 1,500×0.2＋830＝1,130千円 母 960千円

ウ．５人世帯（本人・父・母・祖父・祖母）で，父が自営業，母が無 兄 2,000×0.2＋830＝1,230千円

職，祖父母は年金受給者（年収100万円以下）の場合，家計 ウ 特別控除額 △1,380千円

基準の適格者となるのは父の営業所得が次の額以下の場合 弟 就学者控除280千円 兄 所得控除380千円

①388万円以下 ②432万円以下 本人 自宅外通学720千円

③421万円以下 ④465万円以下 （金額は「所得」） エ 総所得金額 7,460－3,320－1,380＝2,760千円

①学部生・自宅通学の場合 ②学部生・自宅外通学の場合 半額免除収入基準額3,600千円→家計基準適格

３０６（１６２）万円以下

２０（ ９）万円

１６７（ ８８）万円以下

２６６（１４０）万円以下

別 科

１７（ ８）万円

３９５（２０７）万円以下

３７８（１９９）万円以下

３６０（１８９）万円以下

３３４（１７５）万円以下

専門職学位課程 本学では，広く経済

的支援を行うため，免

除額は半額免除を基

本としています。

全額免除は，免除

枠に残余が生じた場

合に限り，全額免除

収入基準額を満たし

た者の内から，免除

枠の範囲内で実施し

ます。

４３２（２２６）万円以下

４１２（２１７）万円以下

３９３（２０８）万円以下

３６４（１９２）万円以下

３３４（１７７）万円以下

２９０（１５２）万円以下

１８２（ ９６）万円以下

２８（１３）万円

６０２（３１５）万円以下

５７４（３０２）万円以下

５４８（２８８）万円以下

５０７（２６６）万円以下

４６７（２４５）万円以下

４０４（２１２）万円以下

２５４（１３２）万円以下

8人以上は，1人増す毎
に7人の収入基準額に
右の金額を加算する。

７人世帯

６人世帯

５人世帯

４人世帯

３人世帯

２人世帯

１人世帯

①学部生 自宅通学 場合 ②学部生 自宅外通学 場合 半額免除収入基準額3,600千円 家計基準適格

③院修士・自宅通学の場合 ④院修士・自宅外通学の場合 全額免除収入基準額1,890千円→家計基準不適格


